歯科保健推進条例(仮称)　前文　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ２２／４／２６

　本県は豊かな自然環境に恵まれ多様な食文化とともに、昭和６２年以来「長野県保健医療計画」を通じ、県民が「いつでも｣｢どこでも｣「等しく」保健医療サービスが受けられ体制整備を目指し取り組み、「健康長寿県　長野」として発展してきた。　また、多年にわたる８０２０運動の推進により、歯及び口腔の健康意識も高まり改善されてきた。

　しかし、近年、長寿社会を迎え高齢者や寝たきり者への口腔ケアの重要性と食育との関わり、歯周病などによる口腔と全身の健康との関わり等が注目されてきている。また、生活習慣病対策や誤嚥性肺炎などが、歯科予防の有効性および歯科保健が全身的な健康状態改善に大きく寄与することが明らかとなっており、県民の歯の健康増進を図るための対応が求められている。

　こうした中で、歯は単に食物を咀嚼するというだけでなく、食事や会話を楽しむなど豊かな人生を送るためにも重要であり、健康の原点ともいわれる歯科保健対策を更に充実させ、生涯にわたって健康でいきいきと自立した生活ができる地域社会を構築し、更に健康長寿県として将来に継承していくことが必要である。
　このような認識に基づき、乳幼児期から学齢期及び成人期から高齢期までのライフステージごとに、フッ化物応用の普及や歯科検診等、歯科保健対策の充実と、全ての県民が住み慣れた地域において、生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができることにより、県民が健康で明るく暮せる社会づくりに資することを目標とし、実効性ある施策を具体化させるために、この条例を制定する。

